
令和５年度⻘森市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助⾦に関する Q&A 
 
 

（事業内容について） 
Q1 昨年度の県の事業内容と今年度の市の事業内容の違いはなにか。 
A1 市の事業は、国の令和５年度新型コロナウイルス接種体制確保事業費国庫補助⾦を活⽤して

⾏うものです。昨年度の県の⽀援メニューのうち、接種回数底上げ事業については、「週 100 回以
上４週以上」の⽀援は市の事業として継続となります。 

昨年度の県の同事業のうち「週 150 回以上４週以上」、「１日 50 回以上で 10 万円」の⽀
援は令和４年度で終了となりました。また、接種施設数増加協⼒事業、特別接種体制確保事業
及び医療従事者派遣事業についても同様に令和４年度で終了となりました。 

 
（補助⾦の交付対象） 
Q2 対象となる「診療所」の定義はどのようになっているか。 
A2 医療法第⼀条の五第２項の規定によります。 

 
（定義） 
Q3 積算の基となる 1 週間の考え方はどうなっているか。 
A3 月曜日から日曜日で算定することとされています。 
 
Q4 「時間外」、「夜間」、「休日」の定義はどうなっているか。 
A4 時間外…当該診療所の標榜する診療時間以外の時間を⽰します。休診した際の時間も時間外

になります。 
夜間 …診療時間に関わらず、午後６時以降を指します。 
休日 …⼟曜日、日曜日及び祝日を指します。今回は期間に⼊っておりませんが、年末年始の期

間（12/29〜1/3）も休日になります。 

【参考】医療法（昭和 23 年法律第 205 号） 抜粋 
第⼀条の五 この法律において、「病院」とは、医師⼜は⻭科医師が、公衆⼜は特定多数⼈の

ため医業⼜は⻭科医業を⾏う場所であって、20 ⼈以上の患者を⼊院させるための施設を
有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を
与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 

２ この法律において、「診療所」とは、医師⼜は⻭科医師が、公衆⼜は特定多数⼈のため医
業⼜は⻭科医業を⾏う場所であって、患者を⼊院させるための施設を有しないもの⼜は19 ⼈
以下の患者を⼊院させるための施設を有するものをいう。 



なお、時間外等派遣事業費補助⾦や接種費⽤の請求関係とは異なる考え方となりますのでご注
意ください。 

 
Q5 算定期間はどのようになっているのか。 
A5 第１期 令和５年５月１日（月）から同年７月２日（日）まで 

第２期 令和５年７月３日（月）から同年８月 31 日（木）まで 
※第２期の８月 28 日の週については、８月 28 日から 31 日までをもって１週となります。 

    
   なお、令和５年９月１日（⾦）以降につきましては、国からの詳細が⽰されていないことから、内

容が確定し次第、情報提供いたします。 
 
（実績要件） 
Q6 申請期間中に時間外等の接種実績があったうえで、計４週間以上の実績があれば、要件を満た

すと考えてよいか。 
A6 お⾒込みのとおりです。 
   ただし、第１期（令和５年５月１日（月）から同年７月２日（日）まで）の期間は４週間

の期間を満たしたものの、第２期（令和５年７月３日（月）から同年８月 31 日（木）まで）の
期間は４週間に満たなかった場合は、第１期は補助⾦の交付対象となりますが、第 2 期は対象とな
りません。また、第１期・第 2 期の期間を合算して要件を満たすことはできません。（例︓第１期は
計 3 週間、第 2 期は計２週間の実績はあるので、合算して計５週間として申請することはできませ
ん） 

 
Q7 当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種することとなっ

た場合、要件には該当するか。 
A7 該当しません。予約受付などの段階において当該時間帯に受け⼊れているなど、当初から接種可能

な体制を取っている必要があります。 
 
Q8 １週間のうち、少なくとも１日は、時間外、夜間または休日に接種体制を⽤意していること。とある

が、接種体制を⽤意したものの、実績がなくなった場合は対象となるか。 
A8 要件の対象となります。 
 
Q9 週 100 回以上の接種数は、時間外、夜間または休日に⾏った接種のみを計上するのか。 
A9 ⽀援の要件となる接種数には、要件を満たす週の、時間外、夜間、休日及び日中の診療時間内に

⾏った接種等を計上して下さい。また、時間外、夜間、休日に接種可能な体制を⽤意した上で、結
果的に時間外、夜間、休日の接種がなかった場合も、当該時間帯以外での接種により要件となる接
種数を満たしていた場合には⽀援の対象となります。 



 
Q10 週 100 回以上の接種を⾏った週が４週以上ある場合に要件達成となり、積算対象となるが、４

週以上達成した場合は、達成できなかった週の実績も加算対象となるか。 
A10 対象となりません。 
 
Q11 高齢者以外の方に接種した実績も対象としてもよいか。 
A11 対象となります。 
 
Q12 接種実績には、「予診のみ」となった場合も含めてよいか。 
A12 当該事業は、接種回数に対する財政⽀援のため、予診のみの場合は実績には含めないでくださ

い。（接種対策負担⾦の時間外・休日加算とは取扱が異なります。） 
 
Ｑ13 診療所において週 100 回以上⾏い要件を満たした場合、その週の 101 回目の接種から対象と

なるのか、それとも１回目の接種から対象となるのか。 
A13 1 回目の接種から対象となります。 
 
Q14 要件とされる「４週間」は、連続した「４週間」である必要があるか。 
A14 「４週間」は、連続している必要はなく、期間内で４週間あれば対象となります。 
 
Q15 ⽼⼈福祉施設等の⼊所者等への接種は接種回数に⼊れてもよいか。 
A15 医療機関として医療法上の開設の⼿続きを⾏っている介護⽼⼈保健施設は⼊れることはできませ

んが、そのほかの⼊所・通所施設において接種した場合、⼊所者、通所者、従事者に対する接種回
数を⼊れても構いません。 

 
 


